
各種届出等に係る

電子申請受付の開始について

令和７年度 宮城県有料老人ホーム集団指導
資料１－４

宮城県



 有料老人ホームの各種届出等について、事業者及び行政双方
の事務負担の軽減等を目的に、電子申請受付を開始します。

 印刷・郵送・持参等の手間なく、ウェブ上で届出等を完結さ
せることが可能となります。（一部例外あり）

【例外】

・設置事前協議の際の、設置予定市町村長の設置同意書等、原本の提出が必要なもの

概要



対象となる届出等

 設置事前協議

 建設工事着工届

 設置届

 事業開始届

 事業変更届

 再開届

 廃止（休止）届

 事故報告

 定期報告

※今後変更となる可能性があります



 令和８年３月３１日（予定）

 受付開始の際に、メール等により案内を行います。

受付開始日

 みやぎ電子申請サービス（LoGoフォーム）による。

 リンクは、宮城県ホームページ「有料老人ホーム設置手順」
（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/yuryou-tetuduki.html）に

掲載予定。）

電子申請の方法



【参考】電子申請のイメージ①（事業変更届）

【入力手順】

①施設の所在する市町村

②施設名

③法人名

④担当者の情報

等の基本情報を入力。

※作成中の画面のため、変更となる可能性があります。



【参考】電子申請のイメージ②（事業変更届）

⑤届出の種別を選択

⑥様式及び変更の内容が

わかる書類を添付

⑦確認画面へ進み、

申請を完了させる

【注意事項】

・利用料の変更等に係る

事前相談については、

これまで同様行う必要が

あります。

※作成中の画面のため、変更となる可能性があります。
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